
　 

対
象
者

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
妊
産
婦

※ 

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
や
県
障
・
県

親
の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
人
は
対
象
外

で
す

　 

受
給
者
証
の
交
付
申
請

　

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
時
に
受
給
者
証
の

交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

妊
娠
届
出
書
、
健
康
保
険
証
、
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
（
お
持
ち
の
人
の
み
）

※ 

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
母
子
健

康
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
母
子

健
康
手
帳
、
健
康
保
険
証
、
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
（
お
持
ち
の
人
の
み
）
を
ご

持
参
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い

申
請
時
に
必
要
な
も
の

　 

対
象
者

　

不
育
症
治
療
な
ど
を
受
け
た
夫
婦
（
事
実

婚
も
含
む
）
で
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
場

合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。

・ 

夫
婦
の
い
ず
れ
か
一
方
が
市
内
に
住
所
を

有
す
る
人

・ 

医
師
に
よ
り
不
育
症
と
診
断
さ
れ
、
治
療

の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
人

・
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

・ 

他
の
市
区
町
村
か
ら
助
成
を
受
け
て
い
な

い
人

　 

助
成
の
内
容

　

次
の
不
育
症
治
療
な
ど
に
か
か
っ
た
費
用

に
対
し
て
助
成
し
ま
す
。
助
成
金
額
は
、
１

回
の
治
療
期
間
ご
と
に
３
分
の
２
で
す
。（
限

度
額
10
万
円
）

・ 

不
育
症
治
療
お
よ
び
診
療
に
か
か
る
保
険

　
安
心
し
て
妊
娠
期
を
過
ご
し
、
出
産
に
備
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
、
経
済
的
負
担
の
軽

減
を
図
り
ま
す

　
不
育
症
治
療
を
希
望
さ
れ
る
夫
婦
に
対
し
て
費
用
の
一
部

を
助
成
し
、
安
心
し
て
治
療
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
支
援
し

ま
す 妊

産
婦
の
医
療
費
を
助
成
し
ま
す

不
育
症
治
療
費
を
助
成
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
保
健
医
療
課
健
康
支
援
室　
☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
４
３
１)

ま
た
は
各
支
所
地
域
福
祉
室

記
事
ID
０
０
６
４
７
３
４

問
い
合
わ
せ
保
健
医
療
課
健
康
支
援
室　
☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
４
３
２)

記
事
ID
０
０
６
５
５
２
１

　 

助
成
対
象
期
間

　

妊
娠
の
届
け
出
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
出

産
（
流
産
し
た
日
・
死
産
し
た
日
）
の
翌
月

末
日
ま
で
で
す
。

　

他
の
市
町
村
に
お
い
て
、
妊
娠
の
届
け
出

を
し
た
人
は
転
入
の
届
け
出
を
し
た
日
の
翌

日
か
ら
が
助
成
対
象
で
す
。

　 

助
成
対
象
期
間

　

保
険
診
療
に
よ
る
受
診
分
が
対
象
と
な
り

ま
す
。
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
額
か
ら
、

次
の
一
部
負
担
額
を
除
い
た
金
額
を
助
成
し

ま
す
。

診
療
費
の
一
部
負
担
金

・ 

保
険
診
療
適
用
外
の
医
療
費
お
よ
び
不
育

症
治
療
の
た
め
の
処
方
箋
に
よ
る
院
外
調

剤
費
用

※ 

不
育
症
治
療
な
ど
に
直
接
関
係
の
な
い
費

用
・
処
方
箋
に
よ
ら
な
い
医
薬
品
な
ど
は

除
き
ま
す

　

不
育
症
の
診
断
を
す
る
た
め
の
検
査
を
開

始
し
た
日
か
ら
当
該
不
育
症
治
療
に
係
る
最

初
の
妊
娠
に
よ
る
出
産
、
流
産
も
し
く
は
死

産
し
た
日
ま
た
は
医
師
の
判
断
に
よ
り
治
療

が
終
了
し
た
日
ま
で
で
す
。

　

新
潟
県
不
育
症
検
査
費
用
助
成
の
対
象
者

は
、
市
に
申
請
す
る
前
に
「
新
潟
県
不
育
症

検
査
費
用
助
成
」の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

検
査
費
用
か
ら
県
の
助
成
額
を
控
除
し
た
額

の
３
分
の
２
を
助
成
し
ま
す
。

１
回
の
治
療
期
間
と
は

　 

助
成
の
内
容

　

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
に
受
給
者
証
を
提

示
す
る
こ
と
で
一
部
負
担
金
の
み
の
支
払
い

で
済
み
ま
す
。

　

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
受
給
者
証
を
提

示
し
な
か
っ
た
場
合
や
県
外
医
療
機
関
で
の

受
診
の
場
合
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

　

受
給
者
証
、
健
康
保
険
証
、
医
療
機
関
な

ど
が
発
行
し
た
領
収
書
、
振
込
を
希
望
す
る

口
座
な
ど
が
分
か
る
も
の

　 

変
更
の
手
続
き

　

受
給
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
は
、届
け
出
が
必
要
で
す
。

・
姓
、
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

・
健
康
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き

・ 

出
産
が
予
定
よ
り
も
早
く
（
遅
く
）
な
っ

た
場
合
や
流
産
な
ど
を
し
た
た
め
に
助
成

対
象
期
間
が
変
わ
る
と
き

申
請
時
に
必
要
な
も
の

　 

申
請
手
続
き

　

4
月
1
日
以
降
に
受
け
た
不
妊
治
療
な
ど

に
係
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
助
成
と
な
り

ま
す
の
で
必
要
書
類
を
ご
持
参
の
う
え
、
申

請
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

・ 

村
上
市
不
育
症
治
療
費
助
成
金
交
付
申
請

書
・
保
険
医
療
機
関
等
証
明
書

・ 

治
療
・
検
査
に
要
し
た
費
用
の
領
収
書
、

明
細
書
の
写
し

・
印
鑑

・ 

新
潟
県
不
育
症
検
査
費
用
助
成
を
受
け
た

場
合
は
、
決
定
通
知
書
の
写
し
、
助
成
検

査
受
検
証
明
書
の
写
し
（
該
当
者
の
み
）

・ 

助
成
金
の
振
込
を
希
望
す
る
口
座
な
ど
が

分
か
る
も
の

・
両
人
の
戸
籍
謄
本（
事
実
婚
で
あ
る
場
合
）

・
両
人
の
住
民
票
（
事
実
婚
で
あ
る
場
合
）

・ 

事
実
婚
に
関
す
る
申
立
書
（
事
実
婚
で
あ

る
場
合
）

申
請
時
に
必
要
な
も
の

　　　　　　1日530円
　　　　　　※ 自己負担額が530円に満たない場合は

当該自己負担額
　　　　　　※ 同一の医療機関において１カ月に５回

目以降は無料
　　　　　　1日1,200円
　　　　　　※ 標準負担額減額認定証の交付を受けて

いる場合は、食事代を合わせて助成
　　　　　　無料
　　　　　　1日250円

通院

入院

調剤薬局
訪問看護
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